
美唄駐屯地は、医務室で隊員の定期健康診断を行いました。自衛官とし

て任務に耐えうる強い身体であるのか、身長・体重・視力・聴力の測定や

尿・血液・Ｘ線検査、歯の状態など様々な検査を行い衛生科長の判定を受

けます。

人的戦闘力を最大限発揮するために！
～定期健康診断～

（令和３年４月５日～９日）

視力測定 血圧測定

採 血 衛生科長から健康アドバイス


